
館林市の包括的な支援体制

1. 包括的相談支援事業

ケース確認

支援プラン検討・決定

状況確認・評価・改善

終了

2.参加支援事業

3. 地域づくり事業

弁護士（法律相談）

＜相談支援包括化推進会議＞

単独で解決できない

問題を協議依頼

支援プラン指示・アウトリーチ

市（関係各課）

民生委員児童員協議会

公共職業安定所保健福祉事務所

市社会福祉協議会（地域福祉活動推進会議）：事務局

今までの福祉の仕組み

高齢分野の

相談・地域づくり

属性・世代を問わない

相談・地域づくりの実施体制

重層的支援会議

(館林市社会福祉協議会へ委託 )

これからの福祉の仕組み

CSW
ふくし総合相談

( ワンストップ相談窓口)

子ども分野の

相談・地域づくり

障害分野の

相談・地域づくり

生活困窮分野の

相談・地域づくり

問題をときほぐし

関係機関につなぐ

事業の見直し・改善

地域活動支援センター
( 市社会福祉課が委託等 )

通いの場
( 市高齢者支援課が委託 )

地域子育て支援センター事業
( 市こども課が委託等)

生活困窮者等のための

地域づくり事業
( 市社会福祉課が委託 )

参加支援事業
・青空サロン ・家族会こもれび

( 市社会福祉課が委託 )

報告

指示

報告

指示

報告 指示

4.

アウトリーチ等を

通じた継続的

支援事業

障がい者相談支援事業
(市社会福祉課が委託等)

生活困窮相談
(市直営)

利用者支援事業
(市直営)

地域包括支援センター
(市高齢者支援課が委託)

本人同意を得た上で、以下の事を行う。

①プランの適切性の協議

②プランの共有

③プラン終結時の評価

④社会資源の充足等の検討

生活支援体制整備事業
( 市高齢者支援課が委託 )

地域包括支援センター 障害者総合支援センター 障がい者相談支援センター

5. 多機関協働事業


